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東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
協
定
の
第
二
次
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承

認
を
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め
る
の
件
（
閣
条
第
一
〇
号
）
（
衆
議
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送
付
）
要
旨

こ
の
改
正
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
の
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
の
改
定
等
の
た
め
の
改

正
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
の
義
務
的
拠
出
金
の
日
本
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
構
成
国
と
の
分
担
の
比

率
を
五
年
間
で
段
階
的
に
、
現
行
の
七
対
一
か
ら
四
対
一
に
改
定
す
る
。

二
、
こ
の
改
正
の
後
の
義
務
的
拠
出
金
の
分
担
率
の
改
定
は
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
協
定
に
加
え
ら
れ
た
附
属
書
の
改
正
に
よ

り
行
わ
れ
、
当
該
附
属
書
の
改
正
は
、
同
セ
ン
タ
ー
理
事
会
が
採
択
し
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
。

三
、
こ
の
改
正
は
、
全
て
の
加
盟
国
の
受
諾
を
必
要
と
し
、
全
て
の
加
盟
国
が
寄
託
者
で
あ
る
日
本
政
府
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
連
合
中
央
事
務
局
に
受
諾
書
を
寄
託
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


